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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　目標物の位置と自車の位置とを２次平面上に配置されるマークにより画面に表示させス
ケール操作により表示範囲を変更する機能を備えた電子機器であって、
　自車の位置を中心とした同心円を前記画面に表示させる機能と、
　ユーザのスイッチの押下に基づいて前記同心円をスクロールさせる機能と、
　前記２次平面上に配置されるマークを複数表示する機能を備え、その複数のマークのう
ち、情報を表示する対象のマークであるフォーカスターゲットを、ユーザのスイッチの押
下によって切り替える機能と、
　前記スケール操作により、フォーカスターゲットが画面外に遷移した場合、所定時間待
ってから画面内の対象ターゲットにフォーカスを当てるように制御する機能を備えること
　を特徴とする電子機器。
【請求項２】
　前記ユーザのスイッチの押下に基づいて、前記画面に表示している自車位置を中心とし
た前記同心円の領域の下側の部分がより表示される状態となる機能を備えること
　を特徴とする請求項１に記載の電子機器。
【請求項３】
　前記スクロールにより自車の進行方向後側の状態を表示する機能を備えること
　を特徴とする請求項１または２に記載の電子機器。
【請求項４】
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　前記スイッチとして、上にスクロールさせるためのスイッチと、下にスクロールさせる
ためのスイッチを備え、
　前記上にスクロールさせるためのスイッチの押下が検出された場合には前記同心円を上
にスクロールさせ、
　前記下にスクロールさせるためのスイッチの押下が検出された場合には前記同心円を下
にスクロールさせる機能を備えること
　を特徴とする請求項１から３のいずれかに記載の電子機器。
【請求項５】
　前記同心円は円弧状のスケールであること
　を特徴とする請求項１から４のいずれかに記載の電子機器。
【請求項６】
　前記同心円の１つとして前記画面の中に円の全体が表示されものと、
　前記同心円の１つとして前記画面の中に円弧の一部が表示されるものとを備えること
　を特徴とする請求項１から５のいずれかに記載の電子機器。
【請求項７】
　請求項１から６のいずれかに記載の電子機器の機能をコンピュータに実現させるための
プログラム。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、目標物検出装置及びプログラムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　車両速度測定装置から送出されるマイクロ波を検知して報知する目標物検出装置が知ら
れている。この目標物検出装置は、速度測定装置と同一の周波数を用いたコンビニエンス
ストアの自動ドア等の誤動作源から送出されるマイクロ波を受信した場合も、車両速度測
定装置からのマイクロ波の受信と認識して不用な警報を発してしまうという問題がある。
このような事情に鑑み、最近の目標物検出装置は、誤動作源の位置情報を記憶しておき、
ＧＰＳにより自車の位置を認識し、誤動作源に車両が位置した時にマイクロ波を検出して
も警報を発しないように制御することで不要な警報を発するのを防止している。
【０００３】
　また、車両の速度を計測する装置としては、上記のマイクロ波を用いたものにかぎられ
ず、例えば、道路下に埋め込み設置した２つのループコイルにて道路上を走行する車両を
検出し、その２つのループコイルから出力される検出信号の時間差に基づいて車両計測す
るものもある。係るタイプの車両速度測定装置は、マイクロ波が出力されないため上記の
マイクロ波検知を利用した目標物検出装置では検出できない。
【０００４】
　そこで、係る検出対象物の位置情報を記憶保持しておき、ＧＰＳにより検出した自車の
位置と検出対象物の位置とが所定の関係になった場合に警報を発するようにした目標物検
出装置がある（例えば、特許文献１等）。
【０００５】
　上記の特許文献１等の目標物検出装置の場合、例えば、検出対象物と車両の現在位置が
設定された距離（例えば、１ｋｍや５００ｍ等）に至った際に、「５００ｍ先、○○です
。」（○○は、目標物を特定する情報（ループコイル等）等の音声による警報を出力した
り、ディスプレイ上に係る情報をテキストで出力表示したりする。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】実用新案登録第３０７０３８８号



(3) JP 6341433 B2 2018.6.13

10

20

30

40

50

【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　上記の警報の契機となる位置関係は、通常、１つの目標物に対して複数（例えば、１ｋ
ｍ，５００ｍ，直前，……）設定されている。従って、車両が走行している車線の前方に
目標物が存在している場合、車両が進む（目標物に近づく）につれて、複数回警報が発せ
られることになり、運転者は目標物である車両速度計測装置に近づいている（前方に目標
物がある）ことを容易に理解することができる。
【０００８】
　ところで、自車の周囲に複数の目標物が存在することが多々ある。係る場合、警報の契
機となる位置関係に合致する目標物が検出されると、その目標物についての警報を発する
ことになる。従って、ある目標物に近づいている場合において、当該目標物以外の目標物
に基づく警報が発せられることがある。例えば高速道路などにおいては、複数の目標物Ａ
，Ｂが同一走行路線上に適宜の間隔を置いて配置されることがある。便宜上、目標物Ａと
目標物Ｂの間隔が８００ｍ離れているとし、警報は車両と目標物の距離が１ｋｍ，５００
ｍ，直前の位置関係にあるときに発せられるものとする。すると、まず、目標物Ａに基づ
いて２回（１ｋｍと５００ｍ）警報が発せられた後、目標物Ｂに基づいて１ｋｍの警報が
発せられ、その後に目標物Ａに基づく直前を知らせる警報が発せられることになる。従っ
て、運転者は、目標物Ａ，Ｂのどちらに基づく警報かがわからないので、１ｋｍというよ
うに比較的離れた位置に目標物が存在していると認識した直後に急に直前に目標物がある
こと認識することになり、好ましくない。
【０００９】
　また、走行中の道路の前方に設置された目標物Ｃと、走行中の道路以外の道路に設置さ
れた目標物Ｄが存在し、車両と目標物Ｄとの距離の方が近い場合にも、有効な警報報知を
することができない（運転者は、どの目標物について報知されているかがわからない）。
【００１０】
　さらに、車両が走行する道路は直線に限られず、適宜曲がっている場合もある。そうす
ると、車両の存在位置によっては、実質的な道のりが長い目標物Ｄとの距離の方が短くな
り、報知された自車との距離の遠近と実際の出現順番が異なり、運転者は、どの目標物に
ついて報知されているかがわからないと言う問題もある。
【００１１】
　本発明は、係る問題を解決するためになされたもので、自車の周囲に複数の目標物が存
在している場合でも、各目標物と自車との位置関係を容易に認識することができる目標物
検出装置及びプログラムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上述した目的を達成するために、本発明に係る目標物検出装置は、（０－１）自車の位
置を検出する位置検出手段と、目標物の位置情報を記憶するデータベースと、前記位置検
出手段で検出された位置情報と、前記データベースに格納された目標物の位置情報とに基
づき、表示対象の目標物を抽出する抽出手段と、その抽出手段により抽出された目標物の
位置情報と、自車位置情報とを表示する表示部と、を備え、前記表示部には、目標物の位
置と車両の現在位置とが、２次平面上に配置されるマークにより報知するように構成され
、前記２次平面上に配置されるマークにより報知する領域は、北を上に表示するノースア
ップ表示モードと、車両の進行方向を上にするヘディングアップ表示モードを備え、前記
表示部には、前記自車の位置と前記目標物の位置が設定された警報条件を満たした場合に
、前記２次平面上に配置されるマークにより報知する領域とともに、別の警報領域を表示
するように構成し、前記別の警報領域は、警報条件を満たした際に、徐々に大きくし、前
記２次平面上に配置されるマークにより報知する領域は徐々に小さくし、前記２次平面上
に配置されるマークにより報知する領域を前記ノースアップ表示モードで表示中に前記別
の警報領域が表示された場合に前記２次平面上に配置されるマークにより報知する領域を
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ヘディングアップ表示に切り替える機能を備えたことを特徴とする。（０－２）前記２次
平面上に配置されるマークにより報知する領域に存在する複数の目標物から注目すべき目
標物を決定する選出条件に合致する目標物を１つ選出する処理を行ない、その目標物が警
報範囲外になるまで表示部の表示エリア内に表示されるように制御することを特徴とする
。（０－３）前記目標物のマークの表示を、すべての目標物について行なう表示態様と、
前記注目すべき１つの目標物について行なう表示態様と、を選択するように構成したこと
を特徴とする。（０－４）前記目標物のマークの表示を、前記注目すべき１つの目標物に
ついて行なう表示態様の場合において、他の目標物については簡易的なマークを表示する
ことを特徴とする。（０－５）目標物が設置された道路種別情報を記憶させ、一般道のみ
の目標物を表示する表示モード，高速道のみの目標物を表示する表示モード，両方を表示
する表示モードのうちの設定された表示モードに応じて該当する目標物を表示するように
したことを特徴とする。（０－６）前記自車の位置と前記目標物の位置が設定された警報
条件を満たした場合に、前記２次平面上に配置されるマークにより報知する領域の表示色
を変更すると共に、自車の位置を中心として回転する部位を表示するようにしたことを特
徴とする。（０－７）警報ランプを設け、その警報ランプの発光状態を、注目すべき目標
物のマークの前記表示部への表示状態に連動させるようにしたことを特徴とする。（０－
８）（０－１）から（０－７）のいずれかに記載の目標物検出装置としての機能をコンピ
ュータに実現させるためのプログラムであることを特徴とする。（１）自車の位置を検出
する位置検出手段と、目標物の位置情報を記憶するデータベースと、前記位置検出手段で
検出された位置情報と、前記データベースに格納された目標物の位置情報とに基づき、表
示対象の目標物を抽出する抽出手段と、その抽出手段により抽出された目標物の位置情報
と、自車位置情報とを表示する表示部と、を備え、前記表示部には、複数の目標物の位置
と車両の現在位置とが、２次平面（２次元平面）上に配置されるマークにより報知するよ
うに構成され、所定の条件に合致する目標物を１つ選出する処理を行ない、その目標物が
警報範囲外になるまで表示部の表示エリア内に表示されるように制御するようにした。マ
ークは、実施形態では、ターゲットアイコンやフォーカスアイコンや簡易表示した場合の
マークに対応する。
【００１３】
　（２）前記自車の位置と、前記目標物の位置が設定された警報条件に合致したか否かを
判断し、合致した場合には、その目標物を特定する情報とその目標物までの距離を関連づ
けて前記表示部に表示する手段を備えるようにするとよい。このようにすれば、ユーザは
、警報されている目標物の種類を容易に特定でき、さらにその目標物までの距離を同時に
知ることができるとともに、目標物間の位置関係や自車と目標物間の位置関係を容易に同
時に知ることができる。
【００１４】
　（３）前記警報条件に合致した目標物に対応するマークを、他のマークと異なる表示態
様で表示するようにするとよい。異なる表示形態は、実施形態では、星形のように形状を
変えると共に、ブリンキングさせるというように発光状態も変えたが、いずれか一方でも
よいし、他の形態で異ならせてもよい。このようにすれば、ユーザは、表示されたどの目
標物が警報条件に合致した目標物であるかが一目でわかる。また、警報条件に合致した目
標物と自車及び他の目標物との位置関係を容易に同時に把握することができる。
【００１５】
　（４）ユーザからの指示を受けて前記表示部に表示された目標物のマークのうちの１つ
を選択する手段と、その選択したマークの表示態様を他のマークと異なる表示態様で表示
すると共に、その選択したマークに対応する目標物を特定する情報とその目標物までの距
離を関連づけて前記表示部に表示する手段を備えてもよい。
【００１６】
　（５）前記２次平面の表示領域は、自車の位置を中心とする円形の領域全体或いはその
一部とするとよい。
【００１７】
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　（６）前記２次平面の表示領域は、自車の位置を中心とする円形の領域の一部であり、
その領域の一部は、車両の進行方向に対してスクロールして変更できるようにするとよい
。このようにすれば、比較的小さな表示画面を有効に利用してわかりやすい表示を行うこ
とができる。
【００１８】
　（７）前記２次平面の表示領域は、前記自車の位置と、前記目標物の位置が設定された
警報条件に合致していない待ち受け状態の際の待受画面として使用するようにするとよい
。
【００１９】
　（８）前記２次平面の表示領域は、前記自車の位置と、前記目標物の位置が設定された
警報条件に合致した警報状態の際の警報画面として使用するようにするとよい。
【００２０】
　（９）前記表示部に待受画面を表示中に、前記自車の位置と前記目標物の位置が設定さ
れた条件を満たした場合に、前記待受画面から前記２次平面上に配置されるマークにより
報知する画面（実施形態のメイン表示領域のターゲット表示画面に対応）に切り替えるよ
うに制御すると良い。このようにすれば、通常は待受画面を楽しむことができ、目的物を
探知したときのみマークにより報知する画面となるので利便性が高い。
【００２１】
　（１０）前記表示部には、前記自車の位置と前記目標物の位置が設定された警報条件を
満たした場合に、前記２次平面上に配置されるマークにより報知する画面とともに、別の
警報画面を表示するように構成すると良い。
【００２２】
　（１１）前記目標物が設定範囲外になった場合、前記表示部の表示を前記待受画面に戻
すようにするとよい。設定範囲は、例えば２次平面の表示領域、円形領域内、別に設定し
た領域など各種のものとすることができる。全ての目標物について同一に設定しても良い
し、個々の目標物により異ならせても良い。このようにすれば、待受画面に戻ることで目
標物が遠ざかったことがわかりやすい。
【００２３】
　（１２）前記表示部には、前記自車の位置と前記目標物の位置が設定された警報条件を
満たした場合に、前記２次平面上に配置されるマークにより報知する画面とともに、別の
警報画面を表示するように構成し、前記警報条件は、前記待受画面から前記２次平面上に
配置されるマークにより報知する画面に切り替る際の条件よりも緊急性が高い（自車に近
い）ものとすることができる。このようにすれば、マークにより報知する画面で自車と目
標物の位置関係を確認しながら、目標物の接近を警報画面によって容易に知ることができ
るので好ましい。
【００２４】
　（１３）前記警報画面は、対象となる目標物の種類に関連づけられた静止画を含むもの
とすることができる。
【００２５】
　（１４）前記警報画面は、対象となる目標物の種類に関連づけられた動画を含むものと
することができる。特に、静止画と動画を並記して構成するとより好ましい。
【００２６】
　（１５）前記警報画面は、警報条件を満たした際に、徐々に表示させ、それに伴い前記
２次平面上に配置されるマークにより報知する画面を徐々に小さくするように制御すると
よい。実施形態の、“スライドイン”に対応する。このように徐々に表示することで、よ
り注目を得ることができる。
【００２７】
　（１６）前記表示部には、前記２次平面上に配置されるマークにより報知する画面とは
別に、目標物或いはその他の状態を示すマークを表示する領域を設けるとよい。この領域
は、実施形態のアイコン表示領域Ｒ２，メッセージ表示領域Ｒ３並びにアイコン・メッセ
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ージ表示領域Ｒ４等に対応する。
【００２８】
　（１７）前記画面の表示態様の変更時に、音を発するように構成するとよい。このよう
にすれば、音によって表示態様が切り替わったこと，周囲の状況が変わったことを知るこ
とができる。そして、特に異なる音とし、徐々に緊急度の高い音（音量、音色、音程、メ
ロディ、音声内容等）にすると、音によっても注意の度合を把握することができるので好
ましい。
【００２９】
　（１８）前記自車の位置と前記目標物の位置が設定された警報条件を満たした場合に、
前記２次平面上に配置されるマークにより報知する画面の表示色を変更すると共に、自車
の位置を中心として回転する部位（実施形態では、扇形の領域）を表示するようにすると
よい。このようにすれば警報が発生したことがわかりやすいので好ましい。
【００３０】
　（１９）前記目標物のマークの表示を、該当するものすべての目標物について行なう表
示態様と、注目すべき１つの目標物について行なう表示態様と、を選択するように構成す
るとよい。係る表示態様の切替は、ユーザからのマニュアル操作によって行なっても良い
し、自動的に行なってもよい。このようにすれば、表示態様を切り替えることで、たとえ
ばマーク表示の密度が高く各マークが密集したり重なり合うなどして見にくくなった場合
に１つの目標物のマーク（実施形態では、フォーカスアイコン）のみの表示に切り替える
ことができその存在を容易に知ることができ、全ての目標物を表示する表示態様にすると
、周囲の状況を詳しく知ることができる。
【００３１】
　（２０）前記表示部に表示されるマークの密度に応じて前記表示態様を変更するように
するとよい。例えば、密度が高い場合には注目すべき１つの目標物について表示すること
が重要なものを確実かつスムーズに認識することができ、他方、密度が低い場合には該当
する全ての目標物を表示することで、周囲の状況を漏れなく通知・提供することができる
。
【００３２】
　（２１）前記目標物のマークの表示を、注目すべき１つの目標物について行なう表示態
様の場合において、他の目標物については簡易的なマークを表示するようにするとよい。
係る構成を採ると、周囲の目標物の存在状況を知らせることができるとともに、確実にか
つスムーズに注目すべき１つの目標物の存在を知らせることができる。
【００３３】
　（２２）所定の条件に合致する目標物を１つ選出する処理を行ない、その目標物が警報
範囲外になるまで表示部の表示エリア内に表示されるように制御するとよい（追尾表示す
る）。
【００３４】
　また、所定の条件に合致する目標物を１つ選出する処理を行い、当該所定の条件に合致
する目標物に変更があった場合、当該変更前の目標物のマークから、当該変更後のマーク
への誘導表示を行うとよい。このようにすれば、条件に合致する目標物に変更があったこ
とが分かりやすい。また条件の合致する目標物がどの目標物からどの目標物へ変わったの
かが分かりやすい。誘導表示は、例えばユーザの視点の移動を補助するための表示とする
とよい。例えば誘導表示は変更前のマークの近傍の着目表示部（実施形態では、一対の三
角形の指示マーク）を、変更後のマークの近傍へと移動させるように随時描画することで
行うとよい。移動させるように随時描画する際には例えば条件に合致しない目標物のマー
クを避けて着目表示部を移動させる描画を行うとよい。
【００３５】
　（２３）目標物が設置された道路種別情報を記憶させ、一般道のみの目標物を表示する
表示モード，高速道のみの目標物を表示する表示モード，両方を表示する表示モードのう
ちの設定された表示モードに応じて該当する目標物を表示するようにするとよい。このよ
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うにすると、例えば、一般道路の走行中は、高速道路に設置された目標物を表示しないよ
うにすることで、不必要な情報の提供を抑制できる。なお、道路種別情報が関連づけられ
ていない目標物については、モードに関係なく表示するとよい。
【００３６】
　（２４）警報ランプを設け、その警報ランプの発光状態を、注目すべき目標物のマーク
の前記表示部への表示状態に連動させるようにするとよい。連動させるとは、例えば、マ
ークを点滅させた場合には、その点滅動作に同期させて警報ランプも点滅させたり、警報
ランプの点灯により表示部内のマークの存在位置を推測させたりすることがある。
【００３７】
　（２５）北を上に表示するノースアップ表示モードと、車両の進行方向を上にするヘデ
ィングアップ表示モードを備え、ノースアップ表示モードで表示中に警報画面が表示され
た場合にヘディングアップ表示に切り替える機能を備えるとよい。このようにすると、仮
に表示画面が横方向に狭くなった場合でも、マークを表示画面内に収まりやすくなる。
【００３８】
　（２６）前記２次平面の表示領域に表示する表示形態は、鳥瞰図（上空から斜めに見下
ろしたような形式：俯瞰図）表示にするとよい。もちろん、上方から真下を見下ろした平
面図のような表示形態としても良く、各種の表示態様を採ることができる。
【発明の効果】
【００３９】
　本発明では、自車の周囲に複数の目標物が存在している場合でも、各目標物と自車との
位置関係を容易に認識することができる。
【図面の簡単な説明】
【００４０】
【図１】本発明の好適な一実施形態を示す図である。
【図２】本実施形態のブロック図を示す図である。
【図３】表示部の表示態様の一例を示す図である。
【図４】警報機能を説明する図である。
【図５】警報中対象が存在しない時のフォーカスの切替機能を説明する図である。
【図６】警報対象、警報中対象が存在する時のフォーカスの切替機能を説明する図である
。
【図７】警報ターゲットが発生した時のフォーカスの切替機能を説明する図である。
【図８】警報ターゲットが警報対象外に遷移した時のフォーカスの切替機能を説明する図
である。
【図９】警報ターゲットが画面外に存在する時のフォーカスの切替機能を説明する図であ
る。
【図１０】無線・マイクロ波を受信した場合の警報機能を説明する図である。
【図１１】警報機能を説明する図である。
【図１２】警報機能を説明する図である。
【図１３】スクロール機能を説明する図である。
【図１４】警報機能を説明する図である。
【図１５】別の実施形態の表示部の表示態様の一例を示す図である。
【図１６】アイコン・メッセージ領域に表示されるアイコンの一例を示す図である。
【図１７】ターゲットアイコンの一例を示す図である。
【図１８】別の実施形態の表示部の表示態様の一例を示す図である。
【図１９】別の実施形態の表示部の表示態様の一例を示す図である。
【図２０】別の実施形態の表示部の表示態様の一例を示す図である。
【図２１】別の実施形態の表示部の表示態様の一例を示す図である。
【図２２】別の実施形態の表示部の表示態様の一例を示す図である。
【図２３】別の実施形態の表示部の表示態様の一例を示す図である。
【図２４】別の実施形態の表示部の表示態様の一例を示す図である。



(8) JP 6341433 B2 2018.6.13

10

20

30

40

50

【図２５】本発明の好適な別の実施形態を示す図である。
【図２６】本実施形態のブロック図を示す図である。
【図２７】表示部の表示態様の一例を示す図である。
【図２８】表示部の表示態様の一例を示す図である。
【図２９】別の実施形態の表示部の表示態様の一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００４１】
　図１，図２は、本発明の好適な一実施の形態を示している。図１に示すように、ケース
本体１の上面にソーラーパネル２並びにスイッチ部３を配置し、ケース本体１の前面側内
部にマイクロ波受信機４を配置し、ケース本体１の後面に表示部５と警報ランプ６と赤外
線送受信部７とを配置している。また、ケース本体１の上面側内部には、ＧＰＳ受信機８
を配置する。さらに、ケース本体１の一方の側面には、アダプタージャック９を配置し、
他方の側面には電源スイッチ１０並びにＤＣジャック１１を配置する。また、ケース本体
１内には、スピーカも内蔵されている。
　図２に示すように、赤外線送受信部７は携帯電話機１２等の赤外線送受信機を内蔵した
通信装置との間でデータの送受を行なう。アダプタージャック９は、メモリカードリーダ
１３を接続する端子である。アダプタージャック９にメモリカードリーダ１３を接続する
ことで、そのメモリカードリーダ１３に装着されたメモリカード１４に格納されたデータ
を内部に取り込むことができる。より具体的には、メモリカード１４に格納されたデータ
は、新規な目標物の情報（経度・緯度を含む位置情報，種別情報等）などの更新情報があ
り、その更新情報が制御部１８経由で目標物検出装置に内蔵されるデータベース１９に格
納（ダウンロード）され、データ更新がされる。データベース１９は、制御部１８のマイ
コン内あるいはマイコンに外付けした不揮発性メモリ（たとえばＥＥＰＲＯＭ）により実
現できる。なお、データベース１９には、出荷時に一定の目標物に関する情報が登録され
ており、その後に追加された目標物についてのデータ等が上記のようにしてデータ更新さ
れる。また、データ更新は、赤外線送受信部７を介して行なうこともできる。
【００４２】
　ＤＣジャック１１は、図示省略のシガープラグコードを接続するためのもので、そのシ
ガープラグコードを介して車両のシガーソケットに接続して電源供給を受け得るようにす
る。更に、本実施形態の目標物検出装置は、無線受信機１５とリモコン受信機１６を備え
ている。無線受信機１５は、飛来する所定周波数の無線を受信する。リモコン受信機１６
は、リモコン（携帯機：子機）１７とデータ通信をし、目標物検出装置に対する各種の設
定を行なう。また、スイッチ部３も制御部１８に接続され（図示省略）、リモコン１７と
同様の設定を行えるようになっている。
【００４３】
　そして、制御部１８は、上記の各種の入力機器（受信機等）から入力される情報に基づ
き所定の処理を実行し、出力機器（表示部５，警報ランプ６，スピーカ２０等）を利用し
て所定の警報・メッセージを出力する。なお、これらの基本構成は、基本的に従来のもの
と同様のものを用いることができるので、その詳細な説明を省略する。
【００４４】
　本実施形態では、表示部５の寸法形状を従来よりも大きくしている（特に高さ方向を広
げている）。これに伴い、表示部５を実装するケース本体１の後方側の高さＨを、その他
の部位の高さＨ０よりも十分に大きくしている。
【００４５】
　図３は、表示部５に表示される表示態様の一例を示しており、図４は、それを模式化（
簡略化）した図を示している。本実施形態では、表示部５は、たとえば、有機ＥＬディス
プレイや液晶ディスプレイを用いて実現される。図に示すように、表示部５は、その大部
分を占めるメイン表示領域Ｒ１と、下端側に配置されたメッセージ表示領域Ｒ２と、上端
側に配置されたアイコン表示領域Ｒ３と、を備えている。アイコン表示領域Ｒ３は、バッ
テリ残量を示すアイコンＭ１や、ＧＰＳの受信中を示すアイコンＭ２や、マイクロ波受信
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中を示すアイコンＭ３などの動作状態を示すアイコンや、現在位置の周囲が駐車禁止エリ
アであることを示す駐車禁止アイコンＭ４のように周囲の状態・情報を放置するアイコン
などを表示する。係る表示は、制御部１８からの制御命令により出力される。
【００４６】
　メッセージ表示領域Ｒ２は、所定の目標物の種類を特定する名称（図３では、“ループ
コイル”）と、当該目標物までの距離（図３では、“１２００ｍ”）を表示する。後述す
るように、この領域Ｒ２に表示された目標物がターゲット表示領域Ｒ１に表されている場
合、その表示された警報対象アイコンは、他の警報対象アイコンと区別できる態様で描画
している。
【００４７】
　メイン表示領域Ｒ１は、主として目標物（ターゲット）と自車との位置関係を示すため
のもので、複数の目標物を表示可能となっている。自車と目標物とは、共にアイコンで示
している。自車は、略菱形で形成される自車進行アイコンＩ０で示す。この自車進行アイ
コンＩ０を中心とした所定半径（切替可）からなる円の範囲内に存在する目標物（ターゲ
ット）が、その存在位置にターゲットアイコンとして表示される。図３，図４から明らか
なように、メイン表示領域Ｒ１の形状を縦長としていることから、そのメイン表示領域Ｒ
１の横幅を自車進行アイコンＩ０を中心とした円の直径とほぼ等しいか若干広く設定する
と、メイン表示領域Ｒ１の高さ方向は当該円の領域のほうが広くなる。つまり、円の領域
内に存在するターゲットアイコンの一部または全部は、メイン表示領域Ｒ１外に位置する
こともあり得る。但し、本実施形態では、係るメイン表示領域Ｒ１外の領域においても仮
想領域として当該円の領域内に存在するターゲットアイコンの位置情報を持たせ、表示可
能としている。換言すると、制御部１８は、自車を中心とした所定の半径の円の領域内に
存在するターゲットアイコンを配置し、メイン表示領域Ｒ１の画面フレーム内に存在する
もののみを実際に出力表示する。これにより、例えば車両の進行方向が変わった場合にも
ターゲットアイコンの表示をスムーズに対応できる。
【００４８】
　更に、メイン表示領域Ｒ１における表示画面は、自車の進行方向を上に見た状態で表示
する。これは、ＧＰＳ受信機８から与えられる自車の位置情報に基づき、制御部１８が自
車の進行方向を求め、その進行方向が上に向いた状態での各目標物の位置を求め、円形の
表示領域内に存在するものを該当する位置に表示することで対応できる。
【００４９】
　目標物は、丸形或いは星形のターゲットアイコンＴｎで示している。このターゲットア
イコンＴｎの中には、自車との位置関係から、警報対象となる目標物を示す警報対象アイ
コンと、警報対象と成らない目標物を示す警報対象外アイコンがある。ここで警報対象と
は、自車の進行方向より前（進行方向より±９０°）にあるターゲットであり、且つ、マ
イクロ波を発する速度計測装置などの警報角度があるターゲットについては、さらに警報
対象角度内（ターゲットの警報角度±４０°）の条件を具備するものである。
【００５０】
　警報対象外アイコンは、アイコン色を灰色としている。また、警報対象アイコンは、警
報の対象となるターゲット（目標物）を表すアイコンであり、緊急度（重要度）に応じて
色分けをしている。色分けの一例としては、
緊急度大：赤色
緊急度中：黄色
緊急度小：緑色
の３種類としている。
【００５１】
　緊急度が大の目標物としては、例えばループコイル等の車両速度計測装置がある。緊急
度が中の目標物としては、例えば警察署などがある。緊急度が小の目標物としては、例え
ば、高速道路におけるサービスエリアや、一般道路脇に設置される道の駅などの交通に関
係する場所や、Ｎシステムなどの車両速度計測装置以外の監視装置等などがある。
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【００５２】
　これにより、丸形のターゲットアイコンは、最大４色に色分けされて表示されることに
なる。なお、設定により表示／非表示とする目標物の種類を切り替えることができる。係
る切り替え設定は、スイッチ部３或いはリモコン１７を操作して行なう。
【００５３】
　データベース１７には、目標物の種類と、位置情報と、緊急度と、監視方向（ある場合
）などを関連付けたテーブル構造となっている。さらに、有効／無効フラグを関連付け、
当該フラグがＯＮのもののみを表示するように設定するとよい。
【００５４】
　更に、複数ターゲットを表示するに際し、ターゲットの重要度（優先度）の高いものを
前面側に描画するようにしている。これは、ＧＰＳ受信機８から与えられる自車位置情報
（経度・緯度）と、現在の円形の表示領域の半径情報（或いは最大半径）と、を取得する
とともに、データベース１９にアクセスし、現在位置と目標物までの距離が取得した半径
よりも短いものを抽出し、車両の進行方向との関係からメイン表示領域Ｒ１における表示
位置を特定する。更に、表示対象となった目標物の重要度を求め、重要度の低いものから
順に所定色のターゲットアイコンを描画する。これにより、複数のターゲットアイコン同
士の一部又は全部が重なった場合、後で描画される重要度の高いターゲットのターゲット
アイコンを描画するに際し、すでに描画された重要度の低いアイコンとかなさる部分は、
現在描画中の重要度の高いターゲットアイコンが上書きで描画されることから、ターゲッ
トの重要度（優先度）の高いものが前面側に描画されるようになる。
【００５５】
　なお、重要度の軽重は、上記の緊急度に対応し、緊急度が高いものがもっとも重要度が
高くなり、次に緊急度が中のもの、緊急度が小のものとなり、最後が警報外ターゲットと
なる。また、緊急度が同じ場合、自車との距離が近いものほど優先度が高くなるようにす
る。
【００５６】
　更に本実施形態では、ターゲットアイコンのうち、条件を具備する１つのアイコンをフ
ォーカスアイコンＦとし、他の円形のターゲットアイコンと異なる表示態様で描画する。
このフォーカスアイコンは、フォーカスが当たっているターゲット（フォーカスターゲッ
ト）を表すアイコンである。形状は星形であり、アイコン色は対応するターゲットアイコ
ンにおけるアイコン色と同じにし、点滅させる。
【００５７】
　具体的には、フォーカスアイコンは、現在警報中、或いは警報中ではないが警報対象タ
ーゲットが画面内に存在している、又はユーザが選択したターゲットを指す。上述の通り
、フォーカスターゲットのアイコンは、フォーカスアイコンとなって、ブリンキングする
。そして、制御部１８は、画面最下段のメッセージ表示領域Ｒ２に対して、そのフォーカ
スターゲットについての情報、具体的には、ターゲット名（種類名）と、そのターゲット
（目標物）までの距離と、を表示する。
【００５８】
　換言すると、メッセージ表示領域Ｒにメッセージが表示されている場合、そのメッセー
ジに対応するターゲットアイコンがメイン表示領域Ｒに表示されていると、当該ターゲッ
トアイコンがフォーカスアイコンとなり、表示態様が切り替わる（星形＆ブリンキング）
。
【００５９】
　つまり、フォーカスターゲットは、自車とターゲット（目標物）が一定の関係になり、
報知タイミングになった場合に自動的に選択されて表示が切り替わる場合と、ユーザのマ
ニュアル操作（スイッチ部３またはリモコン１７の操作）によりフォーカスターゲットを
切り替える場合がある。また、ユーザ操作に伴うフォーカスターゲットの切替は、スイッ
チ部３或いはリモコン１７に設けた所定のスイッチを押下することで、現在フォーカスが
当たっているターゲットから、次に遠い／近いターゲットをフォーカスターゲットに切り
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替える。なお、フォーカスが当たっていない場合に、この操作（所定のスイッチの押下）
を行うと、警報の対象内外に関係なく、自車位置から最も近いターゲット（ターゲットア
イコン）をフォーカスターゲット（フォーカスアイコン）にする。
【００６０】
　次に、具体的なフォーカスターゲット（フォーカスアイコン）の切替動作を説明する。
図５は、警報中対象が存在しない時のフォーカスの切替機能を説明する図である。自車位
置と目標物の距離が所定の距離になるなどの警報条件中となったターゲット（警報中対象
）が存在しない場合、メッセージ表示領域Ｒ２に表示すべき情報がないので、図５（ａ）
に示すように、メッセージ表示領域の分までメイン表示領域Ｒ１となり、４つのターゲッ
トアイコンＴ１～Ｔ４が表示される。なお、Ｔ３，Ｔ４は、車両の進行方向に対して±９
０°にないため、警報外ターゲットアイコンとなり、その種類に関係なく灰色に表示され
る。
【００６１】
　この状態で、ユーザが所定のスイッチの押下操作による最近／最遠フォーカス操作を行
うと、制御部１８は、自車位置から最近／最遠のターゲットをフォーカスターゲットとし
、図５（ｂ）に示すように（この例では、最近のターゲットが選択）該当するターゲット
アイコンＴ１がフォーカスアイコンＦとなり、星形でブリンキングさせるとともに、その
フォーカスアイコンＦの情報（ターゲット名：Ｎシステム，距離：４００ｍ）をメッセー
ジ表示領域Ｒ２に表示させる。なお、制御部１８は、ＧＰＳ受信機から与えられる自車位
置情報と、データベース１９に格納された各ターゲットの位置情報とに基づき、各ターゲ
ットまでの距離を算出することで、最近／最遠のターゲットを抽出することができる。
【００６２】
　この状態で一定時間（例えば、１０秒）経過したならば、元の状態に戻る。つまり、一
定時間経過するまでに警報対象が存在しなければ、どのターゲットにもフォーカスは当た
らず、全てが円形のターゲットアイコン（色は、種類等により異なる）に戻る（図５（ｃ
）参照）。
【００６３】
　図６は、警報対象及びまたは警報中対象が存在する時のフォーカスの切替機能を説明す
る図である。警報対象が存在する場合、現在のターゲットフォーカスは自車位置から最も
近い警報対象であるので、図６（ａ）に示すように、制御部１８は、ターゲットアイコン
Ｔ１がフォーカスアイコンＦになり、当該アイコンを星形でブリンキングさせるとともに
、そのフォーカスアイコンＦの情報（ターゲット名：ループ，距離：４００ｍ）をメッセ
ージ表示領域Ｒ２に表示させる。
【００６４】
　この状態で、ユーザが所定のスイッチの押下操作による最近／最遠フォーカス操作を行
うと、制御部１８は、現在のフォーカスターゲットから最近／最遠のターゲットをフォー
カスターゲットとし、図６（ｂ）に示すように（この例では、最近のターゲットが選択）
該当するターゲットアイコンＴ２がフォーカスアイコンＦとなり、星形でブリンキングさ
せるとともに、そのフォーカスアイコンＦの情報（ターゲット名：Ｎシステム，距離：７
００ｍ）をメッセージ表示領域Ｒ２に表示させる。
【００６５】
　この状態で一定時間（例えば、１０秒）経過したならば、基の状態、つまり、自車位置
から最も近い警報対象にターゲットフォーカスＦを遷移させる（図６（ｃ）参照）。この
ように、ターゲットフォーカスＦを警報対象に戻すようにしたのは、先ず表示する最優先
ターゲットは、自車位置から最も近い警報対象であるためである。
【００６６】
　図７は、警報ターゲットが発生した時のフォーカスの切替機能を説明する図である。警
報対象外のターゲットにフォーカスが当たっているか否かを問わず、警報条件を具備する
ターゲットが発生すると、最優先に当該警報ターゲットをフォーカスターゲットにする。
一例を示すと、図７（ａ）に示すように、当初はＮシステムについてのターゲットアイコ
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ンＴ１がユーザの指示に従いフォーカスアイコンＦに選択されている際に、車両が進み、
警報条件である自車から１ｋｍ先にループコイルが検出された場合、図７（ｂ）に示すよ
うに、フォーカスアイコンＦを切替えるとともに、そのフォーカスアイコンＦの情報（タ
ーゲット名：ループ，距離：１０００ｍ）をメッセージ表示領域Ｒ２に表示させる。
【００６７】
　図８は、警報ターゲットが警報対象外に遷移した時のフォーカスの切替機能を説明する
図である。警報ターゲットが警報対象外に遷移した時は、表示画面内に警報対象が存在す
ればそのターゲットのターゲットアイコンをフォーカスアイコンに切替、警報対象が存在
しなければ、フォーカスは当たらない（フォーカスアイコンはなくなる）。一例を示すと
、図８（ａ）に示すように、当初、警報対象であるループコイルの警報ターゲットのター
ゲットアイコンＴ１がフォーカスアイコンＦとして表示画面中に存在している場合におい
て、その後、車両の移動に伴い図８（ｂ）に示すように、警報対象外に遷移した（車両の
進行方向±９０°外に移動した）とともに、新たに車両の進行方向前方に出現したターゲ
ットアイコンＴ２も警報対象でないような場合には、フォーカスアイコンがなくなる。
【００６８】
　なお、警報ターゲットの位置が、現スケールの画面外に存在する場合には、制御部１８
は、ターゲットアイコンは表示せず、メッセージ表示領域Ｒ２に、警報名と距離だけを表
示するようにする（図９参照）。
【００６９】
　また、無線受信機１５により所定周波数の無線を受信した場合、制御部１８は、その警
報のメッセージ（種類：カーロケ 圏内）をメッセージ表示領域Ｒ２に表示する（図１０
（ａ）参照）。同様に、マイクロ波受信機４が所定周波数のマイクロ波を受信した場合、
データベース１９に登録したターゲットの位置情報との関係が不明なため（一意に特定で
きないため）、レーダー受信に伴う警報のメッセージ（種類：レーダー）をメッセージ表
示領域Ｒ２に表示する（図１０（ｂ）参照）。
【００７０】
　次に、目標物の検出に伴う表示制御を説明する。図１１（ａ）に示すように、画面フレ
ーム内に警報ターゲットがない場合、制御部１８は、フォーカスアイコンへの切替を行な
わない。そして、警報対象外アイコンが存在する場合には、対応する位置に警報対象外の
アイコンを表示する。
【００７１】
　一方、警報の対象となるターゲットアイコンが表示内に存在する場合、制御部１８は係
るターゲットアイコンをフォーカスアイコンＦとしてブリンキングさせ、画面最下段のメ
ッセージ表示領域Ｒ２にターゲット情報を表示する（図１１（ｂ）参照）。
【００７２】
　本実施形態では、メイン表示領域Ｒ１に対する表示態様として、円形の表示領域を設定
しスケールを表示するようにした。このスケールは、図３他にも示すように、同心円状の
２つの円弧状のスケールＳ１と、２つの円弧の半径を一目でわかるようにするための上下
方向に延びる直線状のスケールＳ２を表示するようにした。そして、各スケールにはメモ
リを設けると共に、スケールＳ２の距離を、ユーザにより選択・切替ができるようにして
いる。具体的には、スケール（半径）の選択肢として、「５００ｍ」、「１０００ｍ」、
「１５００ｍ」、「２０００ｍ」、「２５００ｍ」、「３０００ｍ」の６つを用意し、フ
ォーカスターゲットの切替と同様に、ユーザのスイッチ操作により、昇順或いは降順で切
り替わる（図１２参照）。
【００７３】
　更に、本実施形態では、スケール操作（フォーカスターゲットが画面外に遷移）により
、フォーカスターゲットが画面外に遷移した場合、制御部１８は、任意時間（例えば、５
秒）待ってから画面内の対象ターゲットにフォーカスを当てるように制御する。すなわち
、図１２（ａ）の状態から（半径２０００ｍ）から１段階拡大して半径１５００ｍに切り
替える（図１２（ｂ）参照）。すると、図１２（ａ）におけるフォーカスアイコンＦは、
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画面の外に移動してしまうが、一定時間はフォーカスアイコンの切替を行なわないため、
メッセージ表示領域Ｒ２にはそのまま残る。そして、一定時間以下後にフォーカスターゲ
ットの切替が行なわれ、図１２（ｃ）に示すように、新たなフォーカスアイコンＦに遷移
するとともに、メッセージ表示領域Ｒ２にもあたらしいフォーカスターゲットについての
情報が表示される。
【００７４】
　図１３は、メイン表示領域Ｒ１における表示機能を説明する図である。メイン表示領域
Ｒ１の表示画面は、自車位置を中心とした円の領域よりも小さい。そのため、図１３（ａ
）に示すように、自己の存在位置を中心とした円の一部が表示画面と重なり、実際に出力
表示される（図１３（ａ）参照）。ここで本実施形態では、表示画面のスクロール機能を
備えている。つまり、図１３（ｂ），（ｃ）に示すように、当該円の領域と長方形の表示
画面が相対的に上下方向に移動し、当該円の領域の中央部分（図１３（ｂ）），当該円の
領域の下側の部分が表示される。これにより、車両の進行方向後側の状態も知ることがで
きる。係る上下のスクロールも、ユーザからのスイッチの押下より、上または下にスクロ
ールさせる描画を行う。
【００７５】
　図１４は、表示画面の一例を示している。上記の複数のターゲットアイコンの位置情報
と、自車の位置情報を２次元空間上で表示可能とする表示形態は、図１４（ａ），（ｃ）
に示すように、ＧＰＳ位置情報に基づく警報や、マイクロ波の受信などの警報情報を具備
しない待ち受け状態の画面（待ち受け画面：図１４（ｃ））と、実際の警報画面（図１４
（ａ））のいずれにも適用できる。
【００７６】
　さらに、警報時には、上記の２次元空間上で複数のターゲット位置を報知するものでな
く、従来のように文字等のメッセージを出力表示する（図１４（ｂ）参照）ようにしても
よい。このようにした場合、表示画面が大きいことから、ユーザに対して何の警報である
かを確実に通知することができる。
【００７７】
　また、待ち受け画面を図１４（ｄ）に示すように、ターゲットアイコンを表示しないイ
ラスト画面（図では、衛星数（２４個），自車の位置情報（軽度，緯度，高度）を文字列
で表示するようにしてもよい。
【００７８】
　待ち受け画面並びに警報画面は、図１４ではそれぞれ２種類のパターンを示したが、そ
の他のパターンを用意するのを妨げない。そして、待ち受け時と警報時にどのパターンを
用いるかは、リモコン１７，スイッチ部３の操作によりユーザが選択する。すなわち、制
御部１８が、表示部５に対し、待ち受け時と警報時にどのパターンを用いるかを選択する
画面を表示させる。制御部１８は、ユーザによるリモコン１７またはスイッチ部３の操作
による選択状態を検出し、その選択状態に基づき、それぞれの場合についてどのパターン
を用いるかを記憶しておく。そして、制御部１８は、記憶されたパターンにもとづき、待
ち受け時には待ち受け時用に記憶されたパターンの表示を行い、警報時には警報時用に記
憶されたパターンの表示を行う。
【００７９】
　図１５は、表示部５に表示される表示態様の別の例を示している。この例では、表示画
面の大部分を占めるメイン表示領域Ｒ１と、表示画面の上側に割り当てられたアイコン・
メッセージ表示領域Ｒ４とを備える。アイコン・メッセージ表示領域Ｒ４は、上述した実
施形態におけるメッセージ表示領域Ｒ２とアイコン表示領域Ｒ３とを兼用したものと同様
のものであり、動作状況等を示す各種のアイコンと、所定の目標物（通常は、フォーカス
アイコン）の種類を特定する名称（図１５では、“ループコイル”）と、当該目標物まで
の距離（図１５では、“７００ｍ”）と、が表示される。もちろん、表示すべき目標物の
名称や距離がない場合には、名称等はブランク状態となる。
【００８０】
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　図２９は、表示部５に表示される表示態様の更に別の例を示している。この例でも図１
５と同様に、表示画面の大部分を占めるメイン表示領域Ｒ１と、表示画面の上側に割り当
てられたアイコン・メッセージ表示領域Ｒ４とを備える。そして、この例では、メイン表
示領域Ｒ１に表示する２次平面の表示態様を、傾けた表示（鳥瞰図表示（３Ｄ表示））と
している。なお、表示するマークその他の内容自体は、図１５に示すものと同様である。
よって、以下の説明では、図１５等に示すように、平面図的な表示形態のものに基づいて
説明するが、この図２９に示す鳥瞰図表示のものについても同様に適用できる。さらには
、他の各実施形態における表示形態や待ち受け画面の表示形態として鳥瞰図表示を利用す
るのも妨げない。
【００８１】
　また、表示するアイコンは、例えば図１６に示すものがある。“方位磁針表示”は、北
方向を示すアイコンである。自車両の進行方向が常に表示画面上の向くように表示するヘ
ディングアップ表示の場合、車両の進行方向により表示画面上の方位の位置が変動するの
で、方位磁針表示アイコンにより現在の表示画面上の北方向を報知する。係る表示を行な
うため、制御部１８は、ＧＰＳ受信機８で受信したＧＰＳ情報に基づき、車両の進行方向
を認識し、その進行方向が上になるようにメイン表示領域Ｒ１中の円弧上に表示する方位
のマーク（“Ｎ”“Ｅ”“Ｗ”“Ｓ”）を移動させるとともに、北の方向を認識して方位
磁針表示アイコンを所定の向きに表示する。これにより、自車位置から北を示す“Ｎ”の
マークの方向と、磁針表示アイコンの向きは平行になる。なお、この表示は、測位した際
に行なわれ非測位時は上を向いたままとしている。
【００８２】
　“道路選択表示”は、メイン表示領域Ｒ１に表示されるターゲットが存在する道路の種
類を示すアイコンである。すなわち、本実施形態では、“一般道のみのターゲットの表示
”，“高速道のみのターゲットの表示”，“両方の表示”の３種類のターゲット表示モー
ドが用意され、自動切換、事前設定あるいは手動切替によりいずれかのモードが選択され
る。これより、走行中の道路に応じて関連するターゲットのみを表示することができるた
め、ユーザは、効率よく情報を収集できる。そして、制御部１８は、選択されたモードに
連動して上記のいずれかのアイコンを表示する。自動切替は、たとえば、走行速度或いは
走行速度に対応する情報を取得し、高速走行（一定以上の速度）をしている場合には高速
道路を走行中と判断し、高速走行していない場合には一般道路を走行中と判断し、表示す
る道路種別を切り替える。この場合、何れの道路を走行しているか不明の場合には、両方
の道路のターゲットを表示するようにする。走行速度の認識は、例えば、受信したＧＰＳ
信号に基づき走行速度を算出したり、振動センサの出力が設定した閾値以上（高速走行す
ると振動が大きくなる）か否かなどにより判断できる。
【００８３】
　“駐車禁止監視エリア表示”は、自車両が駐車禁止監視エリア内に存在するときに表示
されるアイコンである。例えば、駐車禁止監視エリアの領域を特定する地点情報を記憶し
ておき、制御部１８は、ＧＰＳ情報から求めた現在の車両の位置が駐車禁止監視エリア内
か否かを判断し、範囲内の場合に係るアイコンを表示する。
【００８４】
　“無線警報表示”は、所定の無線を受信し警報中であることを知らせるためのアイコン
である。制御部１８は、無線受信器１５にて所定周波数の無線信号を受信した場合、アイ
コン・メッセージ表示領域Ｒ４に受信した無線の種類（カーロケ無線，デジタル無線，特
小無線等）をメッセージとして表示するとともに、当該“無線警報表示アイコン”を表示
する。
【００８５】
　“ミュート表示”は、ミュート機能が作動中に表示されるアイコンである。“レーダー
受信感度モード表示”は、レーダーの受信感度を示すアイコンである。本実施形態では、
走行速度に応じて受信感度を変更するようにしており、具体的には、時速が３０ｋｍ以上
になるとシティモードとなって表示アイコンは“Ｃ”となり、時速が４０ｋｍ以上になる
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とエクストラモードとなって表示アイコンは“Ｅ”となり、時速が８０ｋｍ以上になると
スーパーエクストラモードとなって表示アイコンは“ＳＥ”となる。受信感度は、時速が
速い場合のモードになるほど、高くなるように設定される。時速は、ＧＰＳ信号に基づい
て制御部１８が算出し、その算出結果に応じて制御部１８が、該当するモード・受信感度
に切替設定する。また、時速が３０ｋｍ未満の場合、制御部１８は、警報をしないように
制御し、表示アイコンは“（－）”とする。なお、ＧＰＳ測位ができない場合には、スー
パーエクストラモードに設定する。
【００８６】
　“ドライブ／ローカルモード表示”は、設定しているモードを表示するアイコンである
。本実施形態では、ユーザの普段の生活圏であるローカルエリア内で使用する「ローカル
モード」と、遠くへドライブする使用する「ドライブモード」と、を用意している。ロー
カルエリアは、リモコン等を操作して登録された登録位置を中心に所定の半径（例えば、
１０ｋｍ，２０ｋｍ，３０ｋｍ等）の範囲内である。生活圏の場合、警報・告知を発すべ
き目標物（或いはマイクロ波を放射するものの警報をすべきでない誤動作源）の存在位置
等を知っていることが多い。そこで、制御部１８は、自車位置がローカルエリア内に存在
する場合には、ローカルモードとして、監視・警報する目標物の種類を少なくし（デフォ
ルトは必要最低限のものが設定）、頻繁に警報が発せられたり、メイン表示領域Ｒ１に多
数のターゲットが表示されたりするのを抑制するように制御する。このローカルモードに
設定中を示す表示アイコンとして“Ｌ”が出力される。また、ローカルエリア以外ではド
ライブモードとなり、ローカルエリアの時よりは監視・警報する対象の種類が多くなるよ
うに制御される。このドライブモードに設定中を示す表示アイコンとして“Ｄ”が出力さ
れる。更に、本実施形態では、ローカルモード並びにドライブモードのいずれにおいても
、ＧＰＳ受信器８，マイクロ波受信器４並びに無線受信器１５で受信した各信号に基づい
て行なう警報可能な対象のうちの一部を警報対象としている。そこで、警報可能な全ての
対象について監視・警報を行なうオールオンモードも用意し、そのモードに設定された場
合には、表示アイコンとして“Ａ”が出力される。
【００８７】
　“ＧＰＳ測位表示”は、ＧＰＳ信号を測位しているか否かを示すアイコンであり、ＧＰ
Ｓ測位中は消灯し、非測位時は点滅するように制御される。
【００８８】
　このように、ターゲットの状態やターゲットに関連しない状態についてもアイコンエリ
アに表示することによって、ターゲットの位置関係とこれらを同時に確認できる。
【００８９】
　図１５に示すように、メイン表示領域Ｒ１中には、自車位置を基準に周囲に存在する目
標物に対応するターゲットアイコン（警報対象アイコン）が表示される。本実施形態では
、図３から図１４に示すターゲットアイコンと同様に、目標物の種類（緊急度・重要度）
に応じて色分けをする点では共通するものの、警報対象の目標物の種類を増加させたこと
にも伴い４種類（赤色，黄色，青色，緑色）に分けた。具体的な一例を示すと、図１７に
示す通りである。赤色は、図３以降の場合と同様に、速度測定装置に関する目標物である
。
【００９０】
　さらに、本例では、目標物の種類に応じてターゲットアイコンを異ならせた。これによ
り、ターゲットアイコンを見ただけで、何の目標物かを知ることができる。具体的には、
図１７に示す通りである。更に、図１７に示した例は、ターゲットアイコン表示モードの
際にメイン表示領域Ｒ１上に表示する態様であり、ターゲットアイコン非表示モード（フ
ォーカスアイコンのみ表示）の場合には、一回り小さい丸，四角等の単純な図形からなる
マークを表示するようにしている。係るマークは、色のみ対応させている。つまり、例え
ば、赤色のアイコンである“ループコイル”，“ＬＨシステム”，“Ｈシステム”，“レ
ーダー式オービス”を示す各アイコンは、ターゲットアイコン表示モードのときは、図１
７に示すような対応するターゲットアイコンを表示するため、そのターゲットアイコンを
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見るだけで何の目標物があるかを知ることができる。一方、ターゲットアイコン非表示モ
ードのときは、上記４種類の目標物は共に小さい赤色のマークとなり、そのマークを見た
だけでは種類は特定できないようになる。但し、赤色のマークであることから、何かしら
の速度測定装置が存在していることは認識できる。
【００９１】
　各目標物の種類と、ターゲットアイコンと、ターゲットアイコン非表示に表示するマー
クは、それらを関連づけたテーブルとして内蔵する記憶装置・ＲＯＭ等の記憶手段に格納
する。そして、各目標物についての情報（位置・種類等）は、データベース１９に登録さ
れているため、制御部１８は、表示すべき目標物を検出した場合、その種類を認識し、記
憶手段にアクセスして対応するターゲットアイコンあるいは非表示時のマークを取得し（
どちらを取得するかは、現在のターゲットアイコン表示／非表示モードの状況により決定
）、メイン表示領域Ｒ１の該当する位置に表示する。
【００９２】
　これにより、ターゲットアイコン表示モードの場合、図１８（ａ）に示すように、表示
エリア内に複数のターゲットが存在した場合、それぞれの種類に応じたターゲットアイコ
ン（Ｔ１～Ｔ６）が表示される。また、本例では、フォーカスアイコンＦは、一対の三角
形の指示マーク（矢印マーク）Ｓで挟み込むようにして知らせるようにしている。もちろ
ん、フォーカスアイコンＦは、点滅表示させて注目を得るようにしても良い。
【００９３】
　そして、一対の三角形の指示マークＳについては、フォーカスアイコンの対象の変更が
あった場合（例えば図１８のＴ２からＴ１へとフォーカスアイコンの対象となるターゲッ
トの変更があった場合）、当該変更前のフォーカスアイコンを挟む位置から、当該変更後
のフォーカスアイコンを挟む位置への誘導表示（誘導描画）を行う。誘導表示は、指示マ
ークを、変更後のフォーカスアイコンの近傍へとスムーズに移動させるように描画するこ
とで行う。このとき、他のターゲットアイコンや小さいマークの描画位置を避けて指示マ
ークをスムーズに移動させる描画を行うとよい。このようにすれば、フォーカスアイコン
の対象が、どのターゲットアイコンに変更されたのかがわかりやすい。
【００９４】
　一方、ターゲットアイコン非表示モードの場合、図１８（ｂ）に示すように、フォーカ
スアイコンＦを除き、目標物の存在位置に小さいマークを表示している。これにより、ユ
ーザは、フォーカスアイコンＦの存在に注視することができる。さらに、フォーカスアイ
コンＦ以外の目標物は小さいマークが表示されるので、フォーカスアイコン以外にも周囲
に何かしらの目標物があることを知ることができる。しかも、各マークの色がターゲット
アイコンの色に対応させているため、検出された他の目標物の緊急性並びにおおよその内
容（種類）を予測することができる。
【００９５】
　さらに、データベース１９に登録する目標物の情報として、各種の速度測定装置やＮシ
ステムや交通監視システム等の設置された方向が関係するものの場合、その設置方向（監
視方向，計測方向）もあわせて格納される。そして、フォーカスアイコンＦとして表示さ
れる目標物について設置方向が関連付けて登録されている場合、その設置方向を“矢印”
で表示するようにしている。
【００９６】
　このターゲットアイコンの表示モードと非表示モードとの切り替えは、リモコン操作及
びまたはスイッチ部３の操作により行なう。このように表示／非表示モードの切り替えを
行なう機能を備えたことで、ユーザは、ターゲットアイコンの表示を、該当するものすべ
てか、フォーカスアイコン１つだけかを選べる。よって、ユーザは各アイコンごとの動作
を設定する手間をかけずに、手軽に表示態様を切り替えることができる。したがって、ユ
ーザは、たとえばマーク表示の密度が高くレーダースコープ画面が混雑してわかりにくく
なっているときに容易にフォーカスアイコンのみの表示に切り替えることができる。逆に
、ターゲットアイコン非表示モードに設定し、小さいマークで表示された簡易表示のター
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ゲットが何かを知りたい場合、ターゲットアイコン表示モードに切り替えることでフォー
カスの当たっていないターゲットでもそれが何であるかを簡単な操作で知ることが出来る
。
【００９７】
　また、上記の実施形態では、ターゲットアイコン表示モードの場合、該当する目標物は
全てターゲットアイコンとして表示するようにした。このとき、重なり合いが生じた場合
には優先度・緊急度を加味して重要なものを手前側に表示するように制御することは、図
２以降の実施形態と同様である。
【００９８】
　また、ターゲットアイコン表示／非表示モードの切り替えは、上述したようにユーザの
マニュアル操作によって行なうようにしても良いが、例えば、表示の密度に応じて表示態
様を自動的に切り替える機能を設けても良い。係る処理を行なうには、例えば、メイン表
示領域Ｒ１に表示する目標物の数が、設定した閾値以上になった場合に非表示モードに切
り替えたり、表示するターゲットアイコンの重なり合いが生じたり、重なり合うターゲッ
トアイコンの個数が一定以上になった場合に非表示モードに切り替えたりすることで実現
できる。このようにすればユーザは切り替え操作をすることなく、常にターゲットが見や
すいレーダースコープ表示を得ることができる。
【００９９】
　また、上記の実施形態では、表示対象の目標物の種類は、“ドライブモード／ローカル
モード／オールオンモード”の設定により決定され、ターゲットアイコン表示モードの際
には該当する全ての目標物をターゲットアイコンとして表示し、ターゲットアイコン非表
示モードの際にはフォーカスアイコンを除き該当する全ての目標物を小さいマークとして
表示した。本発明はこれに限ることはなく、ユーザのリモコン操作等により表示態様（タ
ーゲットアイコン表示／小さいマーク表示）を目標物の種類ごとに設定し、その設定した
情報をデータベース１９等に格納しておく。そして、制御部１８は、ターゲットアイコン
表示モードであっても、上記の設定に従い該当する目標物については小さいマークを表示
するように制御する。これにより、監視する目標物の種類を多くしつつ、ユーザにとって
重要度の低い目標物は小さいマークを表示しその存在のみを知らせることができ、重要度
の高い目標物をターゲットアイコン表示させることで特に知りたい目標物を効率的に認識
することができる。よって、ユーザにとって使い勝手の良い表示態様を提供できる。もち
ろん、ターゲットアイコン表示／非表示モードの切り替え機能がない装置において、目標
物の種類ごとに表示態様を設定するようにしてもよい。
【０１００】
　さらに、自動ロックオン機能を設けると良い。自動ロックオン機能は、緊急度の高いタ
ーゲットを１つ選出し、そのターゲットが警報範囲外になるまでメイン表示領域Ｒ１中に
追尾表示するものである。具体的には、制御部１８は、追尾する対象となる緊急度の高い
ターゲットを選出する。この選出処理は、例えば、フォーカスアイコンＦの選定と同様の
条件に従い行なうことができる。そして、一度追尾対象の目標物が、警報範囲内でありな
がらメイン表示領域Ｒ１の外に位置する（たとえば、図９に示すような状態になる）こと
がないように、縮尺を動的に変更したり、画面中心位置を移動させたり（図１３参照）し
て、ターゲットがメイン表示領域Ｒ１内に常に表示されるようにする。
【０１０１】
　図１９は、警報時の表示画面の一例を示している。本実施形態では、警報時に４つの領
域に分割して表示するようにしている。すなわち、自車進行アイコンＩ０を中心とした円
形のターゲット表示画面（実際に表示されるのは円の一部）を持つメイン表示領域Ｒ１と
、メッセージ・アイコン表示領域Ｒ４と、シンボル表示領域Ｒ５と、アニメーション画面
表示領域Ｒ６と、を備える。より具体的には、通常時のメイン表示領域Ｒ１の左側にシン
ボル表示領域Ｒ５並びにアニメーション画面表示領域Ｒ６を上下に配置する。この両表示
領域Ｒ５，Ｒ６が警報画面となり、警報時にその警報画面を左端より徐々に表示させてい
く（例えばスライドイン表示する）ようにする。これに伴い、メイン表示領域Ｒ１の表示
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スペースが右側に移動すると共に、狭くなる。このようにスライドイン方式を採ることで
、より注目を発揮させることができるが、スライドイン方式を必ずしも採る必要はなく、
いきなり画面が切り替わるようにしても良い。
【０１０２】
　ここで、シンボル表示領域Ｒ５は、フォーカスされたターゲット（目標物）の内容を示
す静止画を表示する領域である。また、アニメーション画面表示領域Ｒ６は、フォーカス
されたターゲットが何であるかをわかりやすく動画表示する領域である。各領域に表示す
る静止画並びに動画は、目標物の種類と関連づけてデータベース１９あるいは所定の記憶
手段に格納しておき、制御部１８は、フォーカスされたターゲットが自車両から一定の距
離に近づくなどの警報画面を表示する条件を具備した場合、制御部１８は、記憶手段に格
納した対応する静止画並びに動画を読み出し、表示画面に表示する。
【０１０３】
　このようにすると、ターゲット表示画面の表示状態の連続性を保ったまま、警報画面が
表示されるため、ターゲットの位置を見失わずに、警報とターゲットの位置を同時に知る
ことができる。なお、本実施形態では、警報画面は、静止画（シンボル）と動画（アニメ
ーション画面）の２種類を用意し、それらを同時に表示するようにしたが、いずれか一方
のみとしても良い。
【０１０４】
　なお、図１４を用いて説明したように、図２以降の実施形態では、ターゲット表示画面
を待ち受け画面として使用したり、警報画面として使用したりすることができるようにな
っている。ターゲット表示画面が警報画面とした場合、本実施形態におけるシンボル表示
領域Ｒ５並びにアニメーション画面表示領域Ｒ６の警報画面は、より緊急性の高い警報画
面（緊急警報画面・緊急警告画面）とすることができる。
【０１０５】
　すなわち、例えば制御部１８は、通常時は図２０（ａ）に示すような待受画面を表示し
、この状態でターゲット（目標物）を探知する（第１の所定距離に達する）と、図２０（
ｂ）に示すターゲット表示画面に切り替えるように制御する。このようにすれば、通常は
選択した待受画面を楽しむことができるとともに、目的物を探知したときのみターゲット
表示画面が表示されるため、利便性が高い。
【０１０６】
　次いで制御部１８は、ターゲット表示画面を表示中に、ターゲットが自車両に接近する
（第２の所定距離（＜第１の所定距離）に達する）と、図２０（ｃ）に示すように、ター
ゲット表示画面とともに、シンボル表示領域Ｒ５並びにアニメーション画面表示領域Ｒ６
からなる警報画面を表示するように制御する。
【０１０７】
　なお、ターゲットが設定エリア圏外になった場合、制御部１８は、待受画面に切り替え
るように制御する。ここで、設定エリアは、例えば２次平面の表示領域、円形領域内、別
に設定した領域など各種のものを設定できる。このように待機画面に戻ることで、ターゲ
ットが遠ざかったことを容易に理解できる。
【０１０８】
　より好ましくは、上記の各画面の切り替え時に、所定の音を発するようにすると良い。
このように音を発生させることで、ユーザは状況が変わったことを知ることができ、その
内容を画面を見ることでタイミングよく知ることができる。さらに、それぞれの切り替え
時で異なる音と、するとよい。特に、図２０（ａ）から（ｂ）への切り替え時よりも、（
ｂ）から（ｃ）への切り替え時の音をより緊急度の高い音（音量、音色、音程、メロディ
、音声内容等）にするとよい。このようにすれば、音によって画面を見なくても注意の度
合を把握することができる。
【０１０９】
　上記３種類の画面の切り替え機能を備えることで、ユーザはターゲットが近づくにつれ
て段階的かつ自動的に警報態様を替えることかでき、その場の状況に応じた適切な情報を
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得ることができる。もちろん、本発明はこのように３段階の切替を必ずしも組み込む必要
はなく、各表示画面についての表示／非表示を任意に設定することもできる。
【０１１０】
　また、上述した各実施形態では、メイン表示領域Ｒ１に表示するターゲット表示画面の
方位は、進行方向を上にするヘディングアップ表示を行なっていたため、制御部１８は、
進行方向の変更に伴い円弧上で方位を示すマーク（「Ｎ」「Ｅ」「Ｗ」「Ｓ」など）や、
ターゲットアイコン等をスムーズに回転移動させて表示するように制御する（図２１参照
）。特にＧＰＳ受信器８からの位置情報の取得を所定時間間隔（たとえば１秒おき）で行
う場合、取得された自車の進行方向が、例えば北向きから東向きに移動するなど、非連続
に急激に変化する場合もありうるが、このような場合にもターゲットアイコンをスムーズ
に回転移動させて表示することで、ユーザがターゲットを見失ってしまうことを防止する
ことができる。
【０１１１】
　また、表示態様は、このようにヘディングアップ表示に限ることはなく、図２２に示す
ように、例えば、北が常に上に表示するノースアップ表示を採ることもできる。そして、
それらヘディングアップ表示とノースアップ表示の両方の表示態様をできようにし、ユー
ザの設定によりいずれかを選択表示するようにすると良い。もちろん、いずれか一方を固
定としても良いし、他の表示態様もとれる。
【０１１２】
　また、ノースアップ設定の場合でも画面左に警報画面が割り込む表示態様をとるように
した場合、メイン表示領域Ｒ１のターゲットアイコン表示画面が横方向に狭くなることか
ら、例えば図２３（ａ）に示すように、車両が東方向に進み、その前方にターゲットが存
在する場合、当該ターゲットが表示領域外に位置するおそれがある。そこで、図２３（ｂ
）に示すように、画面左に警報画面が割り込まれた場合には、制御部１８は自動でヘディ
ングアップ表示に切り替わるように制御する。これにより、メイン表示領域Ｒ１のターゲ
ット表示画面が横方向に狭くなった場合であってもターゲットが画面内に収まりやすくな
る。
【０１１３】
　図２４は、メイン表示領域Ｒ１の別の表示態様の一例を示している。例えば、フォーカ
スアイコンが設定された目標物と自車両の位置関係が、所定の警報条件に合致した場合、
メイン表示領域Ｒ１の画面全体を薄い赤色にするとともに、自車進行アイコンＩ０を中心
とした複数の扇形領域を濃い赤色で表示し、かつ、その扇形領域を自車進行アイコンＩ０
を中心として回転させる。このようにすると、緊急車両の赤色の回転灯等のような雰囲気
を出することができ、警報が発生したことがわかりやすい。なお、係る警報条件は、例え
ば、警報画面Ｒ５，Ｒ６を表示する基準となる第２の所定距離以下に近づくこととしても
良いし、他の異なる条件を設定しても良い。
【０１１４】
　更に、メイン表示領域Ｒ１に表示するターゲット表示画面の表示と、警報ランプ６とを
連動させると良い。例えば、ターゲットアイコンが点滅するのに同期させて警報ランプ６
も点滅させるように制御する。このようにすると、警報が発生したことが極めてわかりや
すくなり、また警報ランプ６の点灯状態と関連づけた表示がターゲット表示画面上でもな
されるため、ユーザは、ターゲットの位置をさらに容易に特定できる。また、警報ランプ
６を左右両側に配置し、その左右の警報ランプ６の点灯を、ターゲットの表示位置に基づ
いて制御することもできる。具体的には、例えば、ターゲットの表示位置が中心軸より所
定の幅以上右側の場合には右側の警報ランプを点滅させ、中心軸より所定の幅以上左側の
場合、左側の警報ランプを点滅させる。そして、中心軸から所定幅内の場合には左右両方
の警報ランプを点滅させるように制御する。このようにすることで、警報が発生した場所
が極めてわかりやすくなる。また、警報ランプの点灯状況から、ターゲット表示画面内の
ターゲットの位置を推測することができるので、ターゲットの表示位置を容易に特定でき
る。また、係る機能を設けた場合、一部の種類のターゲットについてのみ警報ランプの点
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灯と関連付けるようにするとよく、この場合に、警報ランプが点灯する目標物の種類につ
いて、ユーザがリモコン操作などにより設定できるようにするとよい。
【０１１５】
　図２５は、本発明の別の実施の形態を示している。本実施の形態では、薄型矩形状のケ
ース本体３０を用い、そのケース本体の後面に大きな表示部６を設け、後面の両サイドに
は警報ランプ６を設けている。側面にはＳＤカードメモリ用スロット部３１を設け、その
スロット部３１に地図データなどが記録されたＳＤメモリカードを挿入可能としている。
本実施形態は、目標物警報装置に加え、ナビゲーションシステム機能も備えており、係る
ナビゲーションを行なう際の地図データを上記のＳＤメモリカードに格納された地図デー
タ等を利用して行なうようになっている。また、ＳＤカードメモリ用スロット部３１とは
反対側の側面には、ＵＳＢ端子を設けており、パソコンと接続し、ソフトウェアアプリケ
ーションのバージョンアップなどを行なうことができるようになっている。
【０１１６】
　図２６は、本実施形態の機能ブロックを示している。基本的には、図１，図２に示す実
施の形態と同様であり、タッチパネル２１やＵＳＢ端子（接続部）２２を備えている。表
示部５の寸法形状は、更に大きくしている。なお、図１，図２に示す実施の形態と同様の
ものについては同一符号を付し、その説明を省略する。
【０１１７】
　図２７，図２８は、本実施形態の表示部５における表示レイアウトの一例を示している
。図２７は、自車位置情報と複数の目標物の位置情報を２次平面上で表示可能とするよう
にしたもので、図１，図２の実施形態と共通するものである。この図２７に示す表示形態
は、上述した実施の形態と相違して、自車位置を円の中心とする円の監視領域全体を表示
部５に表示可能としている。このように全体を表示できることから、スクロール機能はな
い。また、この実施形態における表示は、自車の進行方向ではなく、北を常時上に表示す
るようにしている。これにより、自車の進行方向に対し±所定角度の範囲を特定するため
のカーソルＫを表示するようにし、自車の進行方向が変化するにつれて、係るカーソルＫ
が回転するようになっている。
【０１１８】
　円の監視領域の半径は、本実施形態でも変更することができる。この監視領域内に目標
物が存在する場合、該当する位置にターゲットアイコンＴｎを表示する。また、目標物に
方向性がある場合、ターゲットアイコンの形状は三角形（図ではＴ２のアイコン）として
いる。
【０１１９】
　更に、各アイコンのうち、重要度の高いものから所定数（例えば５個）については、円
形の表示領域の外にそのターゲットの情報（ターゲット名，距離）を表示し、そのターゲ
ットの情報とターゲットアイコンとを線で結ぶようにしている。このようにも複数のター
ゲットアイコンが表示されるため、ユーザは一目で自車の周囲にどのようなターゲットが
存在し、しかも重要度高いものは欄外に具体的にそのターゲットの情報が表示されるので
具体的な内容まで知ることができる。
【０１２０】
　図２８は、別の表示レイアウトを示している。この例では、地図情報を表示し、ナビゲ
ーション機能を起動している。そして、表示部５の下端には、ＧＰＳ受信機８，マイクロ
波受信機４などで取得した情報に基づき、警報条件に合致したターゲットが存在した場合
には、それをテキスト情報でメッセージ出力する。また、周囲に存在するターゲットにつ
いてはターゲットアイコンＴｎを表示する。
【０１２１】
　さらに、ナビゲーションシステムにおける表示機能として、駐車禁止エリアを色を変え
て表示するようにしている。そして、重点エリア・路線と、最重点エリア・路線について
も両者を区別するように色分けにより表示する。
【符号の説明】
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【０１２２】
４ マイクロ波受信器
５ 表示部
８ ＧＰＳ受信機
１８ 制御部
１９ データベース
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